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新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について（お願い） 

 

 

 

日頃より足立区の幼児教育・保育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございま

す。 

報道等でご存知のとおり、現在の新型コロナウイルス感染症はデルタ株といわれる、非常

に感染力の強い変異種に置き換わっており、感染者数の急激な増加だけでなく、これまで比

較的感染しにくいといわれていた乳幼児にも感染の広がりを見せています。 

そのため足立区でも、保健所による感染者の調査や、濃厚接触者の特定に、これまで以上

に時間を要しており、大変申し訳ありません。 

しかしながら足立区では、就学前教育・保育施設（以下「園」といいます）で感染者が確

認された場合の疫学調査は、保健所の指導の下、教育委員会の専門職員が速やかに実施し、

適切な対策を講じております。 

今般、４回目の緊急事態宣言が発出された７月中旬以降、多くの保護者の皆様からお問い

合わせをいただいていることから、お子様が通園する園での感染者確認時の対応等を、別紙

によりお知らせすることといたしました。 

申すまでもなく感染拡大の防止には、園の対応だけでは限界があり、保護者の皆様のご協

力が不可欠であることから、不要不急の外出の自粛や３密の回避の他、裏面に記載の感染防

止策をご家庭でも徹底していただきますよう、改めてお願いする次第です。 

特にお子様の体調不良時に登園をお控えいただくことは、ご自身のお子様ばかりでなく、

他のお子様を感染から守ることになりますので、医師の診断を受け、適切にご判断ください

ますようお願い申し上げます。 

今後も新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

問い合わせ先 

子ども政策課私立幼稚園係       電話：０３－３８８０‐６１４７ 

子ども施設指導・支援担当課 看護師  電話：０３－３８８０－５３９５ 

 

 裏面あり 



  



新型コロナウイルス感染者が確認された場合の園の対応等 
 

１ 園児・職員が感染した場合 

（１）感染者が感染可能期間（※１）に登園・出勤していた場合 

ア 感染者本人は症状の出た日、無症状の場合はＰＣＲ検査を受けた日から１０日

間経過し、かつ症状軽快後７２時間経過するまで登園（出勤）停止となります。 

イ 園は原則として、感染者が判明した日の翌日から３日間（土日、祝日含む）を臨 

時休園とします。(感染判明日、または臨時休園期間中に、区が疫学調査を実施し

ます) 

ウ 疫学調査により、園児及び職員等の行動等から園内の濃厚接触者（※2）を特定し

ます。特定された濃厚接触者の方は、２週間の登園(出勤)停止とし、ＰＣＲ検査を

受検していただきます。 

エ 濃厚接触者に特定されなかった方でも、感染に不安を感じる当該園利用の園児・

職員はＰＣＲ検査を受検することができますので、園までお申し出ください。（こ

の場合のお子様の検査費用の自己負担はありません。） 

オ ＰＣＲ検査の結果、最初に確認された感染者以外の感染が判明した場合、または

発熱、頭痛等症状のある園児・職員がいるなど、施設内での感染の広がりが疑われ

る場合には、臨時休園期間を１４日間程度まで延長する場合があります。 

カ 園再開については、臨時休園期間最終日に、感染者以外の園児・職員の健康状態

を確認し、感染の広がりがないと判断した場合は翌開園日から再開します。 

 

（２）感染者が感染可能期間に登園・出勤していない場合 

園運営は通常どおりとしますが、感染に不安を感じる当該園利用の園児・職員はＰＣ

Ｒ検査を受検することができますので、園までお申し出ください。（この場合のお子様

の検査費用の自己負担はありません。） 

※１ 「感染可能期間」とは 
以下の区分により、感染者の発症日、または無症状の場合は検査日の４８時間前から最

終接触（感染者が最後に園に来た日）までが感染可能期間です。起算日については、以下

のとおりです。 

・症状あり：症状が出た日を発症日とし、発症４８時間前から最終接触まで 

・症状なし：ＰＣＲ検査日を発症日とみなし、検査の４８時間前から最終接触まで 

 

※２ 「濃厚接触者」とは 

・感染者と同居または長時間の接触があった方 

・感染者の飛沫（くしゃみ、咳、唾液等）に直接触れた可能性の高い方 

・手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）で必要な感染予防（マスクなど）な

しで、感染者と１５分以上の接触があった方 

・適切な感染防護（マスク・ゴーグル、防護服など）なしに感染者を介護していた方 

裏面あり 



２ 園児・職員と同居する方、頻繁に接触する方が感染した場合 

（１）園児・職員が濃厚接触者になった場合 

ア 登園（出勤）停止期間は、同居する感染者の療養終了日から１４日間とします。

ただし、感染者が入院、ホテル療養、家庭内完全隔離等で園児・職員と全く接触し

ない場合は、隔離開始日から１４日間の登園（出勤）停止となります。 

なお、上記のいずれの場合でも、園児・職員のＰＣＲ検査の結果が陰性であって

も登園（出勤）停止期間の１４日間は短縮できません。 

イ 濃厚接触者となった園児・職員がＰＣＲ検査を受けて陽性となった場合、症状の

出た日または無症状の場合は検査を受けた日から１０日間経過し、かつ症状軽快後

７２時間経過するまでは登園（出勤）停止とします。 

ウ 濃厚接触者のご家族（濃厚接触者の接触者）は、出勤等の制限はありません。 

（２）保健所の調査の結果、園児・職員が濃厚接触者にならなかった場合 

園児、職員は登園（出勤）可能です。引き続き健康チェックをしっかりと行い、体調 

が悪い場合は登園（出勤）しないことを徹底してください。 

  

３ 園児・職員と同居する方、頻繁に接触をする方が濃厚接触者になった場合 

園児・職員は登園(出勤)可能ですが、濃厚接触者の方の送迎はお控えください。もし同

居される方等に症状がある場合は、園児・職員も感染している可能性が高いことから、同

居の方等の医師の判断が出るまで登園(出勤)を控えていただくようお願いします。 

 

４ お願い 

（１）登園について 

ア 発熱、風邪症状がある場合は登園（出勤）を控え、医療機関を受診して登園（出

勤）してもよいか医師の判断を仰いでください。 

イ 園児と同居している方に発熱や風邪症状がある場合やＰＣＲ検査を受けている

場合は、可能な限り登園（出勤）を控えていただくようお願いします。 

（２）ＰＣＲ検査受検や濃厚接触者となった場合の園への連絡について 

園児および同居されている方がＰＣＲ検査を受検する、または濃厚接触者と判定され

た場合は、速やかに園までご連絡をお願いします。 

※連絡内容：症状、症状が出た日、検査を受ける日、検査を受ける病院名、結果判明

予定日、同居の方の症状、思い当たる感染経路（感染した場合） 

（３）同居の方や最近接触した方が感染した場合 

保健所の感染者に対する調査に時間を要している状況です。濃厚接触者になる可能性

が高いので、登園（出勤）を控えてください。濃厚接触者かどうか不明な場合等は、感

染者の居住地を管轄する保健所にお問い合わせをお願いします。 

また、感染者や濃厚接触者がいつから登園（出勤）可能なのか不明な場合、不安や心

配なことがある場合にも保健所にご相談ください。 


